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城南変動金利定期預金規定

1 ．（ࣾձతྗͱのऔҾڋઈ）
　この預金は、第 ý条第 ú項第 ø号̖から̛および第 ù号̖から̚のいͣれにも֘当しͳい場
合にར用することができ、第 ý条第 ú項第 ø号̖から̛または第 ù号̖から̚のҰにでも֘当
する場合には、当金庫はこの預金の受ೖれをおஅりするものとします。
ù ．（༬ۚのࢧظ࣌）
　この預金は、ূॻ表໘または通ாه載の満ظ日以ޙにརଉとともに支払います。
ú ．（ূ݊ྨのडೖΕ）
（1）খखその他のূ݊ྨを受ೖれたときは、そのূ݊ྨがܾࡁされた日を預ೖ日とします。
（2）受ೖれたূ݊ྨがෆりとͳったときは預金にͳりまͤΜ。ෆりとͳったূ݊ྨは、こ
のূॻとҾえに、またはこの通ாの当֘受ೖれのه載を取ফしたうえ、当店でฦ٫します。

û ．（རの変更）
　この預金のརは、預ೖ日から満ظ日の前日までのؒに౸དྷする預ೖ日の ýか݄͝とのԠ当
日に変更し、変更ޙのརは、その日を預ೖ日としその ýか݄ޙのԠ当日を満ظ日とするࣗ由
金རܕ定ظ預金（̢ܕ）の店頭表示のརに、この預金の預ೖ日から満ظ日までのؒظにԠじ
た当金庫ॴ定のརをՃえる方ࣜによりࢉ定するものとします。
　たͩし、この預金のརについて、上هのࢉ定方ࣜによりࢉ出されるརをج४としてผの
定めをしたときは、その定めによるものとします。
5 ．（རɹଉ）
（1）預ೖ日の øޙのԠ当日から預ೖ日の úޙのԠ当日までの日を満ظ日とした୯རܕのこ
の預金のརଉは、預ೖ日から満ظ日の前日までの日についてࢉܭし、次のとおり支払いま
す。
①　預ೖ日から満ظ日の前日までのؒに౸དྷする預ೖ日の ýか݄͝とのԠ当日をʮதؒར払
日ʯとし、預ೖ日または前ճのதؒར払日からそのதؒར払日の前日までの日（以Լʮத
ؒར払日ʯといいます。）およびূॻ表໘または通ாه載のதؒར払ར（上ه ûɽに
よりརを変更したときは、変更ޙのར。）によってࢉܭしたதؒར払ֹ（以Լʮதؒ
払རଉʯといいます。）を、རଉのҰ෦として、各தؒར払日以ޙに、あらかじめࢦ定さ
れた方法により次のとおり支払います。
押ҹしてこ໊ه金で受取る場合には、当金庫ॴ定の払請求ॻにಧ出のҹষによりݱ　̖
のূॻまたはこの通ாとともにఏ出してくͩさい。

̗　預金࠲ޱへৼ替える場合には、தؒར払日にࢦ定࠲ޱへೖ金します。
②　தؒར払日およびূॻ表໘または通ாه載のར（上ه ûɽによりརを変更したと
きは、変更ޙのར。以Լこれらをそれͧれʮ約定རʯといいます。）によってࢉܭし
た金ֹͳらびにޙ࠷のதؒར払日から満ظ日の前日までの日および約定རによってܭ
（ֹܭதؒར払日がෳある場合は各தؒ払རଉの合）からதؒ払རଉֹܭした金ֹの合ࢉ
を差Ҿいたֹを、満ظ日以ޙにこの預金とともに支払います。

（2）預ೖ日の úޙのԠ当日を満ظ日としたෳརܕのこの預金のརଉは、預ೖ日から満ظ日の
前日までの日およびূॻ表໘または通ாه載のར（上ه ûɽによりརを変更したとき
は、変更ޙのར。以Լこれらをそれͧれʮ約定རʯといいます。）によって ý か݄ෳར
の方法でࢉܭし、満ظ日以ޙにこの預金とともに支払います。

（3）この預金の満ظ日以ޙのརଉは、満ظ日からղ約日またはॻ替ܧଓ日の前日までの日お
よびղ約日またはॻ替ܧଓ日におけるී通預金のརによってࢉܭし、この預金とともに支
払います。

（4）この預金を第 ý条第 ø項および第 ú項の規定により満ظ日前にղ約する場合には、そのར
ଉは次のとおり支払います。
①　預ೖ日の ýか݄ޙのԠ当日の前日までにղ約する場合には、預ೖ日からղ約日の前日ま
での日およびղ約日におけるී通預金のརによってࢉܭし、この預金とともに支払い
ます。

②　預ೖ日の ýか݄ޙのԠ当日以ޙにղ約する場合には、ղ約日までにܦաした各தؒར払
日および次の預ೖؒظにԠじたར（খ第 û Ґ以Լはࣺてます。）によってࢉܭ
した金ֹͳらびにղ約日までにܦաしたޙ࠷のதؒར払日からղ約日の前日までの日お
よび次の預ೖؒظにԠじたར（খ第 û Ґ以Լはࣺてます。）によってࢉܭした金
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ֹの合ֹܭ（以Լʮظ限前ղ約རଉʯといいます。）を、この預金とともに支払います。
　この場合、ظ限前ղ約རଉとすでに支払われているதؒ払རଉ（தؒར払日がෳある
場合は各தؒ払རଉの合ֹܭ）との差ֹをਗ਼ࢉします。
̖　預ೖ日の øޙのԠ当日から預ೖ日の ùޙのԠ当日の前日までの日を満ظ日とした
この預金の場合

　̰　 ýか݄ະ満� 　ղ約日におけるී通預金のར
　̱　 ýか݄以上 øະ満� 　約定ར×50ˋ
　̲　 ø以上 ùະ満� 　約定ར×�0ˋ
̗　預ೖ日の ùޙのԠ当日から預ೖ日の úޙのԠ当日の前日までの日を満ظ日とした
この預金の場合

　̰　 ýか݄ະ満� 　ղ約日におけるී通預金のར
　̱　 ýか݄以上 ùະ満� 　約定ར×40ˋ
　̲　 ù以上 úະ満� 　約定ར×�0ˋ
̘　預ೖ日の úޙのԠ当日を満ظ日としたこの預金の場合
　̰　 ýか݄ະ満� 　ղ約日におけるී通預金のར
　̱　 ýか݄以上 ùະ満� 　約定ར×20ˋ
　̲　 ù以上 úະ満� 　約定ར×40ˋ
　ෳརܕは ýか݄ෳརの方法によりࢉܭします。

（5）この預金のར୯Ґは øԁとし、 øを3�5日として日ׂでࢉܭします。
ý ．（༬ۚのղɺॻସܧଓ等）
（1）この預金は、当金庫がΉをえͳいと認める場合をআき、満ظ日前にղ約することはでき
まͤΜ。

（2）この預金をղ約またはॻ替ܧଓするときは、当金庫ॴ定の払請求ॻにಧ出のҹষにより
押ҹしてこのূॻまたはこの通ாとともに当店にఏ出していたͩく他、当金庫ॴ定の方໊ه
法によるものとします。ͳお、この預金をղ約またはॻ替ܧଓすることについてਖ਼当ͳ権限
を有することを֬認するため、公的ॻྨのఏ示等のखଓを求めることがあります。この場合、
当金庫がඞཁと認めるときはこの֬認ができるまではղ約またはॻ替ܧଓ（払し）を行い
まͤΜ。

（3）次の各号のҰにでも֘当し、預金者との取Ҿをܧଓすることがෆ適である場合には、預
金者に通することによりこの預金をղ約することができるものとします。
①　預金者が、次のいͣれかに֘当したことが໌した場合
̖ɽྗஂ
̗ɽྗஂһ
̘ɽྗஂ४構һ
̙ɽྗஂؔ係ا業
̚ɽ૯ձ等、ࣾձӡಈ等ඪ΅うΰϩまたはಛघྗूஂ等
̛ɽその他前各号に४ͣる者

②　預金者が、ࣗらまたは第ࡾ者をར用して次のいͣれかに֘当する行ҝをした場合
̖ɽྗ的ͳཁ求行ҝ
̗ɽ法的ͳ任をえたෆ当ͳཁ求行ҝ
̘ɽ取Ҿにؔして、ڴഭ的ͳݴಈをし、またはྗを用いる行ҝ
̙ɽ෩આをྲྀし、ِܭを用いまたはҖྗを用いて当金庫の৴用をᆝଛし、または当金庫
の業務をする行ҝ

̚ɽその他前各号に४ͣる行ҝ
ᶅ　この預金がϚωーɾϩーϯμϦϯά、ςϩࢿ金ڙ༩、ࡁܦ制ࡋに৮する取Ҿにར用さ
れ、またはそのおそれがあると当金庫が認め、ϚωーɾϩーϯμϦϯά等ࢭの؍で当
金庫が預金࠲ޱのղ約がඞཁとஅした場合

þ ．（௨等）
　ಧ出のあった໊ࢯ、ॅॴにあてて当金庫が通またはૹॻྨをൃૹした場合には、Ԇணし
または౸ୡしͳかったときでも通ৗ౸ୡすき࣌に౸ୡしたものとみͳします。
ÿ ．（ಧग़߲ࣄの変更ɺূॻɾ௨ாのߦൃ࠶等）
（1）このূॻまたはこの通ாҹষをࣦったとき、または、ҹষ、໊শ、ॅॴその他のಧ出事
項に変更があったときは、ͪに当金庫ॴ定のॻ໘によって当店にಧ出てくͩさい。このಧ
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出の前に生じたଛについては、当金庫は任をෛいまͤΜ。
（2）このূॻまたはこの通ாあるいはҹষをࣦった場合のこの預金のݩར金の支払いあるいは
ূॻまたは通ாのൃ࠶行は、当金庫ॴ定のखଓきをしたޙに行います。この場合、相当のظ
ؒをおき、また、保ূਓを求めることがあります。
　ͳお、ূॻまたは通ாをൃ࠶行する場合は、当金庫ॴ定のൃ࠶行खྉをいたͩきます。

ÿ ʵ ù ．（ݟޙਓ等のಧग़）
（1）Ոఉࡋॴの৹により、ิॿɾ保ࠤɾݟޙが開始された場合には、ͪにݟޙਓ等
の໊ࢯその他ඞཁͳ事項を当金庫ॴ定のॻ໘によって当店にಧ出てくͩさい。預金者の
が開始された場合もಉ༷にݟޙɾࠤॴの৹により、ิॿɾ保ࡋਓ等について、Ոఉݟޙ
ಧ出てくͩさい。

（2）Ոఉࡋॴの৹により、任ҙݟޙಜਓのબ任がされた場合には、ͪに任ҙݟޙਓの
。その他ඞཁͳ事項を当金庫ॴ定のॻ໘によって当店にಧ出てくͩさい໊ࢯ

（3）すでにิॿɾ保ࠤɾݟޙ開始の৹を受けている場合、または任ҙݟޙಜਓのબ任がさ
れている場合にも、前 ù項とಉ༷に当店にಧ出てくͩさい。

（4）前 ú項のಧ出事項に取ফまたは変更等が生じた場合にもಉ༷に当店にಧ出てくͩさい。
（5）前 û項のಧ出の前に生じたଛについては、当金庫は任をෛいまͤΜ。
Ā ．（ҹؑর߹）
　このূॻまたは払請求ॻ、諸ಧその他のॻྨに用されたҹӨをಧ出のҹؑと相当のҙ
をもってর合し、相ҧͳいものと認めて取扱いましたうえは、それらのॻྨにつきِ、変
その他の事ނがあってもそのために生じたଛについては、当金庫は任をෛいまͤΜ。

1÷．（ৡɺ࣭ೖΕのࢭې）
（1）この預金およびূॻまたは通ாは、ৡまたは࣭ೖれすることはできまͤΜ。
（2）当金庫がΉをえͳいものと認めて࣭ೖれを承諾する場合には、当金庫ॴ定のॻࣜにより
行います。

11．（อൃނࣄݥੜ࣌ʹ͓͚Δ༬ۚऀ͔Βの૬ࡴ）
（1）この預金は、満ظ日がະ౸དྷであっても、当金庫に預金保険法の定める保険事ނが生じた
場合には、当金庫に対するआೖ金等の債務と相ࡴする場合に限り当֘相ֹࡴについてظ限が
౸དྷしたものとして、相ࡴすることができます。ͳお、この預金に、預金者の当金庫に対す
る債務を୲保するため、もしくは第ࡾ者の当金庫に対する債務で預金者が保ূਓとͳってい
るものを୲保するために࣭権等の୲保権がઃ定されている場合にもಉ༷の取扱いとします。

（2）前項により相ࡴする場合には、次のखଓきによるものとします。
①　相ࡴ通はॻ໘によるものとし、ෳのआೖ金等の債務がある場合にはॆ当のॱং方法
をࢦ定のうえ、当金庫ॴ定の払請求ॻにಧ出のҹষにより໊ه押ҹしてこのূॻまたは
この通ாとともに当店にఏ出していたͩく他、当金庫ॴ定の方法によるものとします。た
ͩし、この預金で୲保される債務がある場合には、当֘債務または当֘債務が第ࡾ者の当
金庫に対する債務である場合には預金者の保ূ債務から相ࡴされるものとします。

②　前号のॆ当のࢦ定のͳい場合には、当金庫のࢦ定するॱং方法によりॆ当いたします。
ᶅ　第 ø号によるࢦ定により、債権保શ上支োが生じるおそれがある場合には、当金庫は
滞ͳくҟٞをड़、୲保ɾ保ূの状況等をྀߟして、ॱং方法をࢦ定できるものとします。

（3）第 ø項により相ࡴする場合のརଉ等については、次のとおりとします。
①　この預金のརଉのࢉܭについては、そのؒظを相ࡴ通が当金庫に౸ୡした日の前日ま
でとして、རは約定རを適用するものとします。
　たͩし、རの変更の際に店頭にརが表示されていͳい場合には、ޙ࠷に表示された
རを適用するものとします。

②　आೖ金等の債務のརଉ、ׂҾྉ、Ԇଛ金等のࢉܭについては、そのؒظを相ࡴ通
が当金庫に౸ୡした日までとして、ར、ྉは当金庫の定めによるものとします。また、
आೖ金等をظ限前หࡁすることによりൃ生するਫ਼ࢉ金、ଛ金、खྉ等の支払いはෆཁ
とします。

（4）第 ø項により相ࡴする場合の֎国ҝ替相場については当金庫の࣮ࢉܭ行࣌の相場を適用す
るものとします。

（5）第 ø項により相ࡴする場合においてआೖ金のظ限前หࡁ等のखଓきについてผの定めがあ
るときには、その定めによるものとします。たͩし、आೖ金のظ限前หࡁ等について当金庫
の承諾をཁする等の制限がある場合においても相ࡴすることができるものとします。
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1ù．（ٳ༬ۚ等׆༻๏ʹΔҟಈࣄ༝）
　当金庫は、この預金について、以Լの事由をຽؒ公ӹ活ಈをଅਐするための休眠預金等に係
るࢿ金の活用にؔする法（以Լʮ休眠預金等活用法ʯといいます。）にもとづくҟಈ事由と
して取り扱います。
①　Ҿ出し、預ೖれ、ৼࠐの受ೖれ、ৼࠐみによる払出し、࠲ޱৼ替その他の事由により預
金ֹにҟಈがあったこと（当金庫からのこの預金のརଉの支払に係るものをআきます。）

②　खܗまたはখखのఏ示その他の第ࡾ者による支払の請求があったこと（当金庫が当֘
支払の請求をѲすることができる場合に限ります。）

ᶅ　預金者等から、この預金について次に掲げる情ใのఏڙの求めがあったこと（この預金
が休眠預金等活用法第３条第１項にもとづく公ࠂ（以Լ、ຊ項においてʮ公ࠂʯといいま
す。）の対とͳっている場合に限ります。）
̖ɽ公ࠂの対とͳる預金であるかの֘当ੑ
̗ɽ公ࠂ前の休眠預金等活用法にもとづく通を受け取るॅॴ

1ú．（ٳ༬ۚ等׆༻๏ʹΔ࠷ऴҟಈ等）
（1）この預金について、休眠預金等活用法における࠷ऴҟಈ日等とは、次に掲げる日の࠷も
い日をいうものとします。
①　前条に掲げるҟಈがޙ࠷にあった日
②　কདྷにおける預金に係る債権の行がظされる事由として次項で定めるものについて
は、預金に係る債権の行がظされる日として次項において定める日

ᶅ　当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める事項の通をൃした
日。たͩし、当֘通が預金者に౸ୡした場合または当֘通をൃした日から１か݄をܦ
աした場合（１か݄をܦաする日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通した日の
うͪいͣれかい日までに通が預金者のҙࢥによらͳいでฦૹされたときをআきます。）
に限ります。

ᶆ　この預金が休眠預金等活用法第２条第２項に定める預金等に֘当することとͳった日
（2）第１項第２号において、কདྷにおける預金に係る債権の行がظされる事由とは、次の
各号に掲げる事由のみをいうものとし、当֘事由のある預金にあっては、預金に係る債権の
行がظされる日とは、当֘各号に掲げる事由にԠじ、当֘各号に定める日とします。
①　預ೖؒظࢉܭ、ؒظまたはঈؐؒظの日（ࣗಈܧଓ扱いの預金にあっては、ॳճ満ظ
日）

②　ॳճの満ظ日ޙに次に掲げる事由が生じたこと
当֘事由が生じたؒظの日

̖ɽҟಈ事由（前条第１項各号においてʮҟಈ事由ʯとして掲げる事由をいいます。）
̗ɽ当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第３条第２項に定める次項の通をൃし
たこと。たͩし、当֘通が預金者に౸ୡした場合または当֘通をൃした日から１か
݄をܦաした場合（１か݄をܦաする日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通
した日のうͪいͣれかい日までに通が預金者のҙࢥによらͳいでฦૹされたときを
আきます。）に限ります。

ᶅ　法ྩ、法ྩにもとづく໋ྩもしくはાஔまたはܖ約により、この預金について支払がఀ
されたことࢭ

当֘支払ఀࢭがղআされた日
ᶆ　この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分（その例による処分を含み
ます。）の対とͳったこと

当֘खଓがऴྃした日
ᶇ　法ྩまたはܖ約にもとづくৼࠐの受ೖれ、࠲ޱৼ替その他のೖ出金が༧定されているこ
とまたは༧定されていたこと（たͩし、当金庫がೖ出金の༧定をѲすることができるも
のに限ります。）

当֘ೖ出金が行われた日またはೖ出金が行われͳいことが֬定した日
ᶈ　ೆ૯合࠲ޱ取Ҿ規定にもとづく他の預金について前各号に掲げる事由が生じたこと

他の預金に係る࠷ऴҟಈ日等
1û．（ٳ༬ۚ等ସۚʹؔ͢Δऔѻ͍）
（1）この預金についてؒظお取Ҿがͳい場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る
債権はফ໓し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することにͳ
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ります。
（2）前項の場合、預金者等は、当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を
請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者は、当金庫
に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受け
ることができます。

（3）預金者等は、第１項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法
第７条第２項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当金庫に委任し
ます。
①　この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押え
または国税滞納処分（その例による処分を含みます。）が行われたこと

（4）当金庫は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第３項による
休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
①　当金庫がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委
託を受けていること

②　前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当金庫に対して有していた預金債権
を取得する方法によって支払うこと

15．（規定の変更等）
（1）この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由が
あると認められる場合には、店頭表示、ホームページへの掲載その他相当の方法で変更内容
および変更日を公表することにより、変更できるものとします。

（2）規定の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以　　上
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